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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　集積回路の一部を形成する方法であって、
　ダミー形状パターンであって、前記ダミー形状パターン内のダミー形状間にＸピッチ及
びＹピッチを有する前記ダミー形状パターンを提供することと、
　複数の実質的に同一の回路素子を基板上に配置することを可能にすることであって、前
記複数の回路素子は、相互に前記Ｘピッチ及び前記Ｙピッチの少なくとも一方の整数倍だ
け離される、前記可能にすることと、
　前記回路素子の各々に隣接する実質的に類似なダミー形状を提供するように、前記回路
素子と、前記回路素子間の前記ダミー形状パターンとを生成することと、
　を含む前記方法。
【請求項２】
　前記生成することは、前記Ｘピッチ及び前記Ｙピッチの両方の整数倍だけ相互に離れた
前記複数の回路素子を生成することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ダミー形状パターンはパターンＸピッチ及びパターンＹピッチを有し、前記可能に
することは、前記パターンＸピッチ及び前記パターンＹピッチのうちの一方の整数倍だけ
離して前記回路素子を配置することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記生成することは、前記回路素子の各々に隣接する実質的に同一のダミー形状を提供
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するように、前記パターンＸピッチ及び前記パターンＹピッチの両方の整数倍だけ離れた
前記回路素子を生成することを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　基板上のダミー形状パターンであって、前記ダミー形状パターン内のダミー形状間にＸ
ピッチ及びＹピッチを有する、ダミー形状パターンと、
　前記基板上の複数の実質的に同一の回路素子であって、実質的に類似なダミー形状が前
記回路素子の各々に隣接するように前記Ｘピッチ及び前記Ｙピッチの少なくとも一方の整
数倍だけ離された、前記複数の実質的に同一の回路素子と、
　を含む集積回路。
【請求項６】
　前記回路素子は前記Ｘピッチ及び前記Ｙピッチの両方の整数倍だけ離れた、請求項５に
記載の集積回路。
【請求項７】
　前記ダミー形状パターンはパターンＸピッチ及びパターンＹピッチを有し、前記回路素
子は前記パターンＸピッチ及び前記パターンＹピッチのうちの一方の整数倍だけ離れた、
請求項５に記載の集積回路。
【請求項８】
　前記回路素子は、前記回路素子の各々に隣接する実質的に同一のダミー形状を提供する
ように、前記パターンＸピッチ及び前記パターンＹピッチの両方の整数倍だけ離れた、請
求項７に記載の集積回路。
【請求項９】
　複数の同一の回路素子を用いる集積回路（ＩＣ）を設計するための、コンピュータ・プ
ログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体であって、
　ＩＣ設計のためのダミー形状パターン内のダミー形状のＸピッチ及びＹピッチを取得す
るように構成されたプログラム・コードと、
　前記回路素子の各々に隣接する実質的に類似なダミー形状を提供するように、前記ダミ
ー形状の前記Ｘピッチ及び前記Ｙピッチの少なくとも一方の整数倍だけ離される複数の実
質的に同一の回路素子を配置するように構成されたプログラム・コードと、
　を含む前記記録媒体。
【請求項１０】
　前記回路素子間に前記Ｘピッチ及び前記Ｙピッチを有する前記ダミー形状パターンを自
動的に生成するように構成されたプログラム・コードをさらに含む、請求項９に記載の記
録媒体。
【請求項１１】
　前記配置するコードは、前記Ｘピッチ及び前記Ｙピッチの両方の整数倍だけ離して前記
回路素子を配置する、請求項９に記載の記録媒体。
【請求項１２】
　前記ダミー形状パターンがパターンＸピッチ及びパターンＹピッチを有し、前記配置す
るコードは、前記パターンＸピッチ及び前記パターンＹピッチのうちの一方の整数倍だけ
離して前記回路素子を配置する、請求項９に記載の記録媒体。
【請求項１３】
　前記配置するコードは、前記回路素子の各々に隣接する実質的に同一のダミー形状を提
供するように、前記パターンＸピッチ及び前記パターンＹピッチの両方の整数倍だけ離し
て前記回路素子を配置する、請求項１２に記載の記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、集積回路（ＩＣ）設計に関し、より具体的には、自動生成されたダ
ミー形状の使用にもかかわらず回路素子の実質的な整合機能を提供するＩＣ設計に関する
。
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【背景技術】
【０００２】
　シリコン技術によって集積レベルが絶えず増大するにつれて、特定用途向け集積回路（
ＡＳＩＣ）の設計者は、同じリソース又はより少ないリソースで生産性を増大させ、かつ
、ますます大きい設計を製造することに挑戦し続けている。集積回路（ＩＣ）の一部のた
めの所定の構造体を各々が含み、繰り返し使用することができる、「マクロ」と呼ばれる
こともあるより小さい回路素子の使用は、この課題に取り組むための１つの技術である。
反復型の回路素子の使用は、ＩＣ設計者が継続的にチップの部分を再設計する必要性をな
くし、したがって、生産性を改善する。結果として、ＩＣ回路素子の使用を含む設計再使
用方法が、ＩＣ設計の本質的な部分となった。
【０００３】
　ＩＣ回路素子を使用する設計者は、これらのＩＣ回路素子について予想可能な機能を有
する製品を提供するという課題がある。１つの課題は、ＩＣ設計の異なる位置において、
同じ回路素子の２つ又はそれ以上のインスタンスの電気的挙動を整合することである。こ
れは、一般には、レイアウトが完成した後、並びに、設計者が全ての回路分析を実行した
後で設計全体に配置される、自動的に生成されたフィラー形状と一致するものではない。
具体的には、設計システムが、自動的に配置される「ダミー・フィル」又は他の自動生成
されるダミー形状を使用する場合には、このダミー形状は、自動的に回路素子の周りに配
置される。回路素子が高感度回路である場合には、設計者は、この回路素子機能の全ての
インスタンスが、ＩＣ内の全ての他のインスタンスとできるだけ同じように整合すること
を保証したいと考えるであろう。しかしながら、自動生成されたダミー形状は、典型的に
は、回路素子の異なるインスタンスが実質的には異なる局所環境に存在することになるよ
うに、ＩＣ設計全体にわたって均一なグリッド上に配置される。すなわち、同じ回路素子
の異なるインスタンスが、ＩＣ設計内に配置されるときに同じ局所環境、例えばダミー・
フィル及びホール形状に遭遇することは保証できない。結果として生じる電気的パラメー
タ（例えば、抵抗、静電容量など）の不整合はいずれも、設計者に認識されず、問題にな
っている精密回路の機能を低下させるように作用する。この問題に取り組むためには、多
数の設計者は、高感度回路付近のダミー形状の自動生成を阻止し、必要な全てのダミー形
状を手動で配置することを試みる。しかしながら、この手法は、設計者にとってより困難
であり、一般には、全体的な生産性及びプロセス・ウィンドウにとって好ましくない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記を考慮して、当該技術分野において、関係する技術の問題を克服するＩＣを設計す
る方法に対する必要性が存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、ダミー形状が自動生成される場合であっても、ダミー形状が各々の回路素子
について少なくとも実質的に類似となるように、高感度回路素子の周りのダミー形状の配
置を制御する方法、システム、プログラムを含む。１つの実施形態においては、本発明は
、ダミー形状パターンのピッチ情報（ＸＰ、ＹＰ）を設計者に提供することと、ダミー形
状が回路素子の各々のインスタンスの周りで少なくとも実質的に類似となるように、ピッ
チの１つ又は複数の整数倍で回路素子の配置を可能にすることとを含む。別の実施形態は
、ダミー形状が実質的に同一になるような領域を示すために回路素子の周りにマーカの配
置を可能にすることと、次に、この回路素子を配置するためにこのマーカを使用すること
とを含む。マーカ内に生成されるダミー形状は、回路素子の各々のインスタンスについて
実質的に同一のダミー形状を保証する。本発明は、さらに、形成された集積回路を含む。
【０００６】
　本発明の第１の態様は、ダミー形状パターン内のダミー形状間にＸピッチ及びＹピッチ
を有するダミー形状パターンを提供するステップと、複数の実質的に同一の回路素子を基
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板上に配置することを可能にするステップであって、回路素子はＸピッチ及びＹピッチの
少なくとも一方の整数倍だけ離される、そのステップと、回路素子の各々に隣接する実質
的に類似なダミー形状を提供するように、回路素子と、回路素子間のダミー形状パターン
とを生成するステップと、を含む集積回路の一部を形成する方法に向けられる。
【０００７】
　本発明の第２の態様は、基板上のダミー形状パターンであって、ダミー形状パターン内
のダミー形状間にＸピッチ及びＹピッチを有する、ダミー形状パターンと、基板上の複数
の実質的に同一の回路素子であって、実質的に類似なダミー形状が回路素子の各々に隣接
するようにＸピッチ及びＹピッチの少なくとも一方の整数倍だけ離された、複数の実質的
に同一の回路素子と、を含む集積回路に向けられる。
【０００８】
　本発明の第３の態様は、ＩＣ設計のためのダミー形状パターン内のダミー形状のＸピッ
チ及びＹピッチを取得するように構成されたプログラム・コードと、回路素子の各々に隣
接する実質的に類似なダミー形状を提供するように、ダミー形状のＸピッチ及びＹピッチ
の少なくとも一方の整数倍だけ離される複数の実質的に同一の回路素子を配置するように
構成されたプログラム・コードと、を含む、複数の同一の回路素子を用いる集積回路（Ｉ
Ｃ）を設計するためのコンピュータ可読プログラム・コードが組み入れられたコンピュー
タ使用可能媒体を含むコンピュータ・プログラム製品に向けられる。
【０００９】
　本発明の第４の態様は、ＩＣ設計内で複数回使用される回路素子を取得するように構成
されたプログラム・コードと、回路素子の周りのダミー形状が実質的に同一になるような
領域を示すために、回路素子の周りに選択的にマーカを形成するように構成されたプログ
ラム・コードと、ＩＣ設計において回路素子のコピーの配置を識別するためにマーカを使
用するように構成されたプログラム・コードと、を含む、集積回路（ＩＣ）設計の際に回
路素子について実質的に同一のダミー形状を保証するための、コンピュータ可読プログラ
ム・コードが組み入れられたコンピュータ使用可能媒体を含むコンピュータ・プログラム
製品に向けられる。
【００１０】
　本発明の第５の態様は、回路素子の周りのダミー形状が実質的に同一になるような回路
素子の周りの領域を示すマーカを含むＩＣ設計を受け取るステップと、ＩＣ設計内で回路
素子を複数回形成するステップと、マーカのそれぞれによって示される領域内の各々の回
路素子の周りに実質的に同一のダミー形状を含むダミー形状を生成するステップと、を含
む、集積回路（ＩＣ）設計の際に回路素子について実質的に同一のダミー形状を保証する
方法に向けられる。
【００１１】
　本発明の第６の態様は、基板上の複数の実質的に同一の回路素子であって、回路素子の
各々は、ダミー形状が各々の他の回路素子の周りのダミー形状と実質的に同一である回路
素子の周りの領域を有する、複数の実質的に同一の回路素子、を含む集積回路に関する。
【００１２】
　本発明の上記及び他の特徴が、本発明の実施形態の以下のより具体的な説明から明らか
となるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の実施形態は、同じ名称が同じ要素を示す以下の図面を参照して、詳細に説明さ
れる。
【００１４】
　明確にする目的だけのために、本説明は、Ｉ．環境及びシステムの概要、ＩＩ．動作方
法、ＩＩＩ．結論、という見出しを含む。
【００１５】
　Ｉ．環境及びシステムの概要
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　添付の図面を参照すると、図１は本発明による設計環境９０のブロック図である。設計
環境９０は、設計者が集積回路（ＩＣ）を設計する顧客設計システム９２と、この設計を
受け取り、この設計を修正して、ＩＣを作成する製造設計システム１００とを含む。典型
的には、製造設計システム１００の顧客は、顧客設計システム９２上で集積回路を設計し
、それに関するデータをシステム１００による製造のために提供する。しかし、この環境
は例示的なものにすぎず、本発明は他の環境においても使用できることが認識されるべき
である。
【００１６】
　簡潔にする目的のために、製造設計システム１００の構造のみが説明される。しかし、
顧客設計システム９２は同様な構造を含むことができることが認識されるべきである。シ
ステム１００は、コンピュータ・プログラム・コードとしてコンピュータ１０２上で実装
されて示される。この点で、コンピュータ１０２は、メモリ１１２と、処理ユニット（Ｐ
Ｕ）１１４と、入力／出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース１１６と、バス１１８とを含むよ
うに示される。さらに、コンピュータ１０２は、外部Ｉ／Ｏ装置／リソース１２０及びス
トレージ・システム１２２と通信状態で示される。一般に、プロセッサ１１４は、メモリ
１１２及び／又はストレージ・システム１２２に格納されるシステム１００のようなコン
ピュータ・プログラム・コードを実行する。コンピュータ・プログラム・コードを実行す
る一方で、プロセッサ１１４は、メモリ１１２、ストレージ・システム１２２及び／又は
Ｉ／Ｏ装置１２０との間でデータを読み取り及び／又は書き込みを行うことができる。バ
ス１１８は、コンピュータ１０２内のコンポーネントの各々の間に通信リンクを提供し、
Ｉ／Ｏ装置１２０は、ユーザがコンピュータ１０２と対話することを可能にするいずれか
の装置（例えば、キーボード、ポインティング装置、ディスプレイなど）を含むことがで
きる。
【００１７】
　代替的に、ユーザは、コンピュータ１０２と通信する別のコンピューティング装置（図
示せず）と対話することができる。この場合においては、Ｉ／Ｏ装置１１６は、コンピュ
ータ１０２が、ネットワーク（例えば、ネットワーク・システム、ネットワーク・アダプ
タ、Ｉ／Ｏポート、モデムなど）上で１つ又は複数の他のコンピューティング装置と通信
することを可能にするいずれかの装置を含むことができる。ネットワークは、種々の通信
リンクの種類のいずれかの組み合わせを含むことができる。例えば、ネットワークは、有
線及び／又は無線伝送方法のいずれかの組み合わせを利用することができるアドレス可能
な接続を含むことができる。この場合には、コンピューティング装置（例えば、コンピュ
ータ１０２）は、トークン・リング、イーサネット（登録商標）、ＷｉＦｉ又は他の従来
の通信標準のような従来のネットワークの接続を利用することができる。さらに、ネット
ワークは、インターネット、広域ネットワーク（ＷＡＮ）、ローカル・エリア・ネットワ
ーク（ＬＡＮ）、仮想プライベート・ネットワーク（ＶＰＮ）などを含む、いずれかの種
類のネットワークの１つ又は複数を含むことができる。インターネットを介して通信が発
生する場合には、接続を従来のＴＣＰ／ＩＰソケット・ベースのプロトコルによって提供
することができ、コンピューティング装置は、インターネットへの接続を確立するために
インターネット・サービス・プロバイダを利用することができる。
【００１８】
　コンピュータ１０２は、ハードウェア及びソフトウェアの種々の可能な組み合わせを代
表するものにすぎない。例えば、プロセッサ１１４は、単一の処理ユニットを含んでもよ
いし、又は、例えば、クライアント及びサーバ上の１つ又は複数の位置に１つ又は複数の
処理ユニットにわたって分散されてもよい。同様に、メモリ１１２及び／又はストレージ
・システム１２２は、１つ又は複数の物理的な位置に常駐することができる。メモリ１１
２及び／又はストレージ・システム１２２は、磁気媒体、光媒体、ランダム・アクセス・
メモリ（ＲＡＭ）、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、データ・オブジェクトなどを含むコ
ンピュータ可読媒体及び／又は伝送媒体の種々の種類のいずれかの組み合わせを含むこと
ができる。Ｉ／Ｏインターフェース１１６は、１つ又は複数のＩ／Ｏ装置１２０と情報を
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交換するためのいずれかのシステムを含むことができる。さらに、１つ又は複数の付加的
なコンポーネント（例えば、システム・ソフトウェア、数値演算コプロセッサなど、図示
せず）をコンピュータ１０２に含むことができることが理解される。この点で、コンピュ
ータ１０２は、ネットワーク・サーバ、デスクトップ・コンピュータ、ラップトップ、ハ
ンドヘルド装置、携帯電話、ページャ、携帯情報端末などのようないずれかの種類のコン
ピューティング装置を含むことができる。しかし、コンピュータ１０２がハンドヘルド装
置などを含む場合には、１つ又は複数のＩ／Ｏ装置１２０（例えば、ディスプレイ）及び
／又はストレージ・システム１２２を、図示されるように外部ではなく、コンピュータ１
０２内に含むことができることが理解される。
【００１９】
　以下にさらに説明されるように、製造設計システム１００は、コミュニケータ１３０と
、回路（ｃｋｔ．）素子形成器１３２と、マーカ・ベースの形状生成器１３８及び一般的
なダミー形状生成器１４０を含むダミー形状生成器１３４と、他のシステム・コンポーネ
ント１５０とを含んで示される。顧客設計システム９２は、回路（ｃｋｔ．）素子配置器
１６０と、コミュニケータ１６２と、マーカ・システム１６４とを含むことができる。シ
ステム９２、１００の各々は独立型システムとして示されるが、各々をより大きいＩＣ設
計システム又はその周辺装置の一部として含むことができることが認識されるべきである
。したがって、他の従来のＩＣ設計システム（図示せず）を、さらに各々のシステムに提
供することができる。
【００２０】
　ＩＩ．動作方法
　次に図２を見ると、本発明の第１の実施形態による動作方法のフロー図が示される。本
発明は特定のフローにおいて説明されるが、本発明を特許請求の範囲において定められる
ように種々のステップのみを含むように区分できることが認識されるべきである。図３は
この方法の説明するのに用いられる例示的な回路素子１７２を示す。
【００２１】
　図２と併せて図１を参照すると、第１のステップＳ１において、製造設計システム１０
０がコミュニケータ１３０を介してダミー形状パターン１７１（図１）を提供し、すなわ
ち、顧客設計システム９２がコミュニケータ１６２を介してダミー形状パターン１７１を
取得する。ここで用いられる「ダミー形状」は、現在知られている又は後で開発されるあ
らゆるフィル又はホール形状を含むことができる。図４は、フィル形状の形態におけるダ
ミー形状２００によって囲まれた回路素子１７２を示す。ダミー形状パターン１７１は、
ボックスによって示される。各々の「ダミー形状パターン」１７１は、回路設計上で繰り
返されるフィル又はホール形状２００の特定の数のレイアウトである。図５に示されるよ
うに、各々のダミー形状パターン１７１は、ダミー形状パターン１７１内のダミー形状２
００間にＸピッチ（Ｘ）及びＹピッチ（Ｙ）を有する。図示されるように、Ｘピッチ及び
Ｙピッチは同じ大きさで表示されるが、これは必要なことではない。各々のダミー形状パ
ターン１７１は、さらに、パターンＸピッチ（ＸＰ）、すなわち、ダミー形状パターン全
体の幅と、パターンＹピッチ（ＹＰ）、すなわち、ダミー形状パターン全体の高さとを含
む。１つの実施形態において、Ｘピッチは、パターンＸピッチの半分であり、Ｙピッチは
パターンＹピッチの半分である。
【００２２】
　第２のステップＳ２は、図２及び図６に示されるように、基板１７６上への複数の実質
的に同一の回路素子１７２Ａ－Ｄの配置を可能にすることを含む。１つの実施形態におい
ては、図１に示されるように、このステップは、顧客設計システム９２に配置される回路
素子配置器１６０によって実行されるが、このステップを製造設計システム１００によっ
て実行することもできる。回路素子配置器１６０は、ユーザが回路素子１７２を配置する
ための現在知られている又は後で開発されるあらゆるインターフェース（例えば、グラフ
ィカル・ユーザ・インターフェース）を含むことができる。いずれにしても、回路素子配
置器１６０は、１）ダミー形状パターン１７１のＸピッチ又はＹピッチ、２）Ｘピッチ及
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びＹピッチの両方、３）パターンＸピッチ又はパターンＹピッチ、又は、４）パターンＸ
ピッチ及びパターンＹピッチの両方、の整数倍だけ離して回路素子１７２Ａ－Ｄを配置す
ることを可能にする。
【００２３】
　ステップＳ３では、図２及び図７に示されるように、回路素子１７２Ａ－Ｄが回路素子
形成器１３２（図１）によって形成され、ダミー形状パターン１７１が、従来の方式で、
すなわち一般的なダミー形状生成器１４０（図１）を用いて、ダミー形状生成器１３４に
よって回路素子１７２間に自動的に生成される。回路素子１７２Ａ－ＤがＸピッチ及びＹ
ピッチの少なくとも一方の整数倍で配置される場合には、生成ステップは、回路素子１７
２Ａ－Ｄの各々に隣接する「実質的に類似な」ダミー形状２００を提供する。例えば、Ｘ
ピッチの整数倍が用いられる場合には、回路素子１７２の各々のインスタンスの水平方向
縁部１９０とダミー形状２００の最も近い横列との間の距離が、実質的に同一となるよう
に保証する。例えば、回路素子１７２Ａ及び１７２Ｂは、ダミー形状２００の実質的に同
一の下方の横列を有するが、同一の上方の横列又は縦列はもたない。したがって、これら
の回路素子は「実質的に類似な」ダミー形状を有する。Ｘピッチ及びＹピッチの整数倍の
両方が用いられる場合には、回路素子の各々のインスタンスが、ダミー形状２００によっ
てさらにより実質的に類似に囲まれる、すなわち、回路素子１７２の各々のインスタンス
について、水平方向縁部からダミー形状の最も近い横列までの距離と、垂直方向縁部から
ダミー形状の最も近い縦列までの距離とが、実質的に類似になる。上記の観点において「
実質的に類似な」とは、回路素子の特定の縁部と、ダミー形状の最も近い横列（Ｘピッチ
が用いられる場合）及び／又は縦列（Ｙピッチが用いられる場合）との間の距離が、回路
素子の異なるインスタンスについて同じであることを意味する。しかし、回路素子におけ
る特定の点に対するダミー形状の正確な配置は同一にはならないことになる。
【００２４】
　パターンピッチのうちの１つの整数倍が用いられる場合には、回路素子１７２は、ダミ
ー形状２００に対して、さらにより同一に位置決めされる。具体的には、パターンピッチ
の使用は、ダミー形状２００の最も近い横列又は縦列が「実質的に同一」であることを保
証する。「実質的に同一」とは、回路素子の特定の点に対する隣接するダミー形状の配置
が、用いられる方向、すなわちＸ及び／又はＹについて、回路素子の全てのインスタンス
及び全ての配置において同一（又は同一に非常に近い）であることを意味する。具体的に
は、選択された方向について、その方向における回路素子の特定の点と全ての隣接するダ
ミー形状との間の距離が同一（又は同一に非常に近い）であり、その方向における回路素
子の特定の点に対する各々のダミー形状の位置が、回路素子の各々のインスタンスに対し
て同一（又は同一に非常に近い）である。さらに、パターンＸピッチ及びパターンＹピッ
チの両方が用いられる場合には、回路素子の特定の点と全ての隣接するダミー形状との間
のＸ方向及びＹ方向の両方の距離、並びに、この特定の点に対する各々のダミー形状の位
置が、回路素子の各々のインスタンスについて同一（又は同一に非常に近い）である。例
えば、図７に示されるように、回路素子１７２Ａ及び１７２Ｃは、パターンＸピッチ及び
パターンＹピッチの両方の整数倍を用いて配置され、したがって、縁部間の距離及び配置
に関して、Ｘ方向及びＹ方向において、それらの周りに実質的に同一のダミー形状を有す
る。
【００２５】
　上述の方法によって形成される集積回路は、ダミー形状パターン１７１内のダミー形状
２００間にＸピッチ及びＹピッチを有する基板１７６上のダミー形状パターン１７１と、
基板１７６上の複数の実質的に同一の回路素子１７２Ａ－Ｄとを含む。回路素子１７２Ａ
－Ｄは、回路素子の各々に隣接する実質的に類似なダミー形状を有するように、Ｘピッチ
及びＹピッチの少なくとも一方の整数倍だけ離される。より具体的には、上述のように、
回路素子１７２は、１）ダミー形状パターン１７１のＸピッチ又はＹピッチ、２）Ｘピッ
チ及びＹピッチの両方、３）パターンＸピッチ又はパターンＹピッチ、或いは、４）パタ
ーンＸピッチ及びパターンＹピッチの両方、の整数倍だけ離されることができる。
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【００２６】
　次に図８を見ると、本発明の第２の実施形態のフロー図が示される。図９に示されるよ
うに、この実施形態は、回路素子３７２の周りにマーカ３００の使用を伴い、回路素子の
周りのダミー形状３０６が実質的に同一になるような領域３０４を示す。マーカ３００の
外側のダミー形状３０８は、従来の方式で生成される。図１０に示されるように、次に、
回路素子３７２の周りに実質的に同一のダミー形状３０６を取得するように、マーカ３０
０を用いて設計全体にわたり回路素子３７２を配置することができる。
【００２７】
　図１及び図８に示されるように、第１のステップＳ１０１において、周りのダミー形状
３０６が実質的に同一である回路素子３７２の周りの領域３０４を示すマーカ３００を含
むＩＣ設計１７０が、製造設計システム１００のコミュニケータ１３０によって受け取ら
れる。１つの実施形態においては、回路素子３７２は、コミュニケータ１３０を介して製
造設計システム１００によって、又は顧客設計システム９２において選択可能な回路素子
として、最初にユーザに提供することができる。次に、顧客設計システム９２のユーザは
、回路素子の周りにマーカ３００を選択的に形成するマーカ・システム１６４のようなイ
ンターフェースを用いて、回路素子３７２の周りのダミー形状３０６が実質的に同一にな
るような領域３０４をダミー形状生成器１３４、すなわちマーカ・ベースのダミー形状生
成器１３８に示すことができる。次に、ユーザは、顧客設計システム９２の回路素子配置
器１６０を用いて、設計全体にわたり回路素子３７２を配置することができる。しかしな
がら、この場合において、回路素子配置器１６０は、マーカ３００がオーバーラップする
、すなわち、互いに重なるようなマーカ３００の配置を防止する。
【００２８】
　ステップＳ１０２では、回路素子３７２は、回路素子形成器１３２によって、すなわち
、設計が製造設計システム１００に戻った後で、ＩＣ設計内で複数回形成される。ステッ
プＳ１０３では、それぞれのマーカ３００によって示される領域３０４内に、各々の回路
素子３７２の周りに実質的に同一のダミー形状３０６を含むダミー形状３０６が生成され
る（すなわち、マーカ・ベースのダミー形状生成器１３８によって）。マーカ３００の外
側のダミー形状３０８は、さらに、従来の方式で、一般的なダミー形状生成器１４０によ
って生成される。
【００２９】
　図１０に示されるように、上述の代替的な実施形態によって形成される集積回路は、基
板３７６上に複数の実質的に同一の回路素子３７２を含み、各々の回路素子３７２は、ダ
ミー形状３０６が、各々の他の回路素子３７２の周りのダミー形状と実質的に同一である
回路素子の周りの領域３０４を有する。回路素子３７２は、オーバーラップしない、すな
わち、互いに重ならない。
【００３０】
　ＩＩＩ．結論
　上述の方法のステップを示される以外の位置で行うことができることが認識されるべき
である。例えば、ステップの全てを製造設計システム１００で行うことができる。
【００３１】
　本発明は、ハードウェア、ソフトウェア、伝搬信号又はそのいずれかの組み合わせにお
いて実現することができ、示される以外に区分できることが理解される。いずれかの種類
のコンピュータ／サーバ・システム、又は、本明細書に説明される方法を実行するように
適合された他の装置が好適である。ハードウェア及びソフトウェアの典型的な組み合わせ
は、ロード及び実行されたときに、本明細書に説明されるそれぞれの方法を実行するコン
ピュータ・プログラムをもつ汎用コンピュータ・システムとすることができる。代替的に
、本発明の機能タスク（例えば、設計システム９２及び／又は１００）の１つ又は複数を
実行するための特定のハードウェアを含む特殊用途コンピュータを使用することができる
。本発明は、さらに、コンピュータ・プログラム又は伝搬信号に組み込むことができ、本
明細書に説明される方法の実装を可能にする全てのそれぞれの機能を含み、コンピュータ
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おけるコンピュータ・プログラム、伝搬信号、ソフトウェア・プログラム、プログラム又
はソフトウェアは、情報処理能力を有するシステムに特定の機能を、直接実行させるか、
又は、（ａ）別の言語、コード又は表記への変換、及び／又は、（ｂ）種々の資料形態へ
の再生、のいずれか又は両方の後で実行させることを意図する一組の命令のあらゆる言語
、コード、又は表記におけるあらゆる表現を意味する。さらに、本発明の教示は、加入料
又は手数料によるビジネス方法として提供できることが理解されるべきである。例えば、
システム及び／又はコンピュータを、本明細書に説明される機能を顧客に提供するサービ
ス・プロバイダにより作成し、維持し、サポート及び／又は配置することができる。すな
わち、サービス・プロバイダは上述の機能を提供することができる。
【００３２】
　本発明は、上で概説された特定の実施形態と併せて説明されたが、多数の代替物、修正
物及び変更物が当業者には明らかであることが明白である。したがって、上述の本発明の
実施形態は、限定的なものではなく、例示的なものとして意図される。特許請求の範囲に
定義されるような本発明の趣旨及び範囲から離れることなく種々の変更を行うことができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明による設計環境のブロック図を示す。
【図２】本発明の第１の実施形態による方法のフロー図を示す。
【図３】例示的な回路素子を示す。
【図４】ダミー形状パターンにより自動生成されたダミー形状によって囲まれた図３の例
示的な回路素子を示す。
【図５】図４のダミー形状パターンの詳細を示す。
【図６】集積回路（ＩＣ）設計の一部としての基板上の図３の例示的な回路素子の配置を
示す。
【図７】図６のＩＣ設計の周りのダミー形状の生成を示す。
【図８】本発明の第２の実施形態による方法のフロー図を示す。
【図９】ダミー形状が回路素子の各々のインスタンスについて実質的に同一である領域を
示すマーカを含む図３の例示的な回路素子を示す。
【図１０】ＩＣ設計に使用される図９のマーカ及び回路素子と、その周りに生成されたダ
ミー形状とを示す。
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